
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令和 3年度 事 業 報 告 書

特定非営利活動法人 FirS_tS_上三旦

1 事業の成果

設立当初の令和 3年度 (事業開始日より令和 4年 3月 31日 まで)は豊島区高田、および新宿区高田

馬場を主な活動場所として事業を展開した。

不登校・ひきこもりの親と子のグループ討議を中心に活動し、親に対しては子との信頼関係づくりの指

導、手助けを行った。

その結果としては、親の子に対する対応の変化が良い結果を生んでいると思われる。

不登校であった子どもについては閉じこもっていた生活からフリースクールに通学できるようにまで

なった。また就活の時期に内定通知をもらえるまで回復した青年もいた。

また、引きこもりの社会人については、精神的な安定段階を経て、社会との接触を自主的に目指そうと

する段階まで回復するようになっており、次年度には直接的訪問支援により新たな展開が期待される。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【  472  】千円)

足款に記載
された
事業名

事業内容 同時 場所
従事者
人数

ぜ軍諄
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

不登校・ ひき
こもりの親 と
子のグループ
討論会に関す
る事業

不登校・ひきこもり
の子をもつ親及びそ

?言皇資襲警誇象督
交 えた グループ討
議、および相談事業

令和 3年

12月 12日

令和 4年

1月 16日

2月 13日

3月 13日

の 13時から

17時まで

豊島区高
田 3Ⅲ 14・9

KDXビ
ル 3階大

会議室

5人

不登校 。ひ

きこもりの

子及びその

家族

80名 224



親たちによる
家庭相互訪問
事業

実施しなかった。 0

不登校 。ひき
こもりの子に

基事羹
訪問支

不登校・ひきこもり
の子に対 して、まだ
直接訪間できない場
合、SNSやメールな

げ?層搭鵠顧T奨ま
ていく。
または

~、

直接訪問し
て関係を築く。

通年 各家庭 1人

不登校・ ひ

きこもりの

子及びその

家族

6名
∈2家

族)

140

情報提供 。発

[鮮磨曇

ホームページ、等に

言換T量潜ii:を最重通年
Wあ 上 1人 一般市民

不 特 定
多数

20

不登校 。ひき
こもりの子に

導ぞ夕塁暑所

理解ある大人が中心
となって、不登校。ひ
きこもりの子が、あ
りのままの自分を受
け入れてくれると感
じられる居場所であ

ι嗅り1ヽ 製りで
いく準備をする居場
所をつくる

令和 3年

11月 24日

12月 8日

12月 22日

令和 4年

1月 12日

1月 26日

2月 9日

2月 24日

3月 9日

3月 23日

の 16時から

18時

新宿区高

田馬場 1・

14・9

3人

不登校・ ひ

きこもりの

子
27名

88

その他 目的を

離婁経蒙実施しなかった。



書式第 13号 (法第 28条関係)

令和3年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

事 業 報 告 用

e

[単位 :円
● ■ ′トコ十 曾 I「

正会員受取会費
賛助会員受取会費

受取寄附金
施設等受入評価益

不登校・ひきこもりの親と子のグループ討論会に関する事業
不登校・ひきこもりの子に対する居場所づくり事業

90,

54,

000
000

1“。001

235,393
25,5(Ю

312.000

572,303

0

0

51,000
20,000

71,000

0

0

787:

役員
退職給付費用
福利厚生費

会議費
旅費交通費
施設等評価費用
講師謝礼金
交際費

12,000
0

25,500
120,000

3,240

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

地代家賃
旅費交通費
減価償却費

23,2

312,000

‖Ю,740

472.7`

24,■0

24.

411111●.

期 常 増 壼 ■ 【A 291.Ⅸ

過年度損益修正益

期 C D . . .(2
① 十②  ・・・ ③ Z81_

0

200.000
401.

―――
r― : I―♂T、 

―

E‐] ,1口  =

L」 、 lE魔
【 :ロ



書式第 15号 (法第 28条関係)

令和 3年度 貸借対照表

事 業 報 告 用

FirstSte
単位 :円 |

●  輌 ′」ヽ■十・ 含 .■ヤ

責 産

611,003
011,003

現金預金
未収金
棚卸資産

壼 産 合 計  ・ ・・ ① 611.CЮ

定壼産
ｎ
Ｕ(1)有静固定責産

車両運搬具
什器備品

ｎ

Ｖ(2)無形回足資屋
ソフ トウェア
借地権

ｎ

ｖ

敷金
長期貸付金

薔驚合計  o・ o②

611,003【A】 資 産 合 計 ①+②

1鶏 000
120,000

120。 瞑
ｎ

）

前受金

長期借入金
退職給付引当金

12Ю_

200,000
291,003

491

611,003【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 十 【B-2】

レ31 十三|

3-■■__」目=二 a :.ti



書式第 17号 (法第 28条関係)

令和 3年度 財産目録

事 業 報 告 用

」単位::円
● 1■I ′:ヽ lH「 會 lH「

63,000
548,003

611,003
011.願周

現金預金
手元現金
三菱

『

J銀行普通預金

611_l ・・・ 6i)

...@

611,003【A】 資 産 合 計 ①+②

=可 丁  菫  i壼
~の

 日

120,000
120,000

120ロ
前受金

令和4年度会費等

1合計  ・ ・ ・ ③ 1120.

長期借入金

11

,...(o
【B-1】 負 債 合 計 ③+④ 120,000

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】 491,003



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 3年度年間役員名簿 (■事■年魔において役員であつたことがある全員の氏名及び佳所ヌは層籠菫
び:=こ れらの■についての前事■年度における●目の■●を●●した名簿)

特定非営利活動法人FirstStep_

1 確認事項 (法第20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

国以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)

ゴ各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員―覧

役 名
どちらかにO

〈フリガナ) 前事業年度内の

就任期間
報酬 を受けた期間

(腋当者のみに記入)
氏   名

1 理事 監事

イフサキ ハルヒヨ 2021年 11月 ″日

2022年3月 31日

年  月  日

年   月   日岩崎 晴彦

2 ・監事

イズミ ノリヒト

"21年
11月 22日

2022年3月 31日

年  月  日

年  月  日泉 紀人

3

マスザワ タダシ 202r手 11月 22日

2022甲3月 31日

年  月 日

日年  月増澤 忠

4 理事■監→
こ夕′

ヨコミゾ アイコ 2021年 11月 22日

"22年
3月 31日

年  月 日

日年  月横溝 愛子

5 理事・監事

年

年

月

月

日

日

年  月  日

年  月  日

6 理事・ 監事

年  月  日

年  月  日

年  月 日

日年  月

7 理事・ 監事

年  月  日

年  月  日

年  月 日

日年  月

8 理事・監事

年  月  日

年  月  日

年  月  日

年  月  日

9 理事・監事

年  月  日

年  月  日

年 月

月

日

年 日

10 理事・監事

年  月  日

年 月 日

年  月 日

日年 月

′
~ヽ

熊翌)・
監事



書式第4号 (法第 10条 。第 28条関係)

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人FirstStep

氏   名

1
岩崎 晴彦

2 泉 紀人

3 増澤 忠

4 横溝 愛子

5
原田 哲伸

6 廣瀬 洋子

7 小畠 和幸

8 有馬 由嘉史

9 永田 幸子

10 岩崎 幸代

11

12


